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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月24日(2009.8.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水硬性固化材１００質量部に、オキシカルボン酸系遅延剤０．２～１２質量部及び遅延
強化助剤としてＣａ（ＯＨ）２又はＣａＯを１～５０質量部添加して成る硬化材を調製し
、固化対象土１ｍ３に対し前記水硬性固化材が２５０～４００ｋｇとなるように、該硬化
材を固化対象土と攪拌混合して硬化遅延された改良土とし、該硬化遅延された改良土の未
硬化時間内に鋼材を同時埋設工法又は後埋設工法により改良土中に挿入し、該鋼材と前記
改良土とを一体化させることを特徴とする改良土の施工方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】　改良土の施工方法
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、改良土の施工方法に関する。さらに詳しくは、鋼管、Ｈ型鋼、Ｉ型鋼などの
鋼材を補強材として高強度の改良土と一体化させる、改良土の施工方法に係るものである
。さらに、具体的には、鋼管ソイルセメント杭造成工法や鋼材補強によるソイルセメント
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地中連続壁構築工法など同時埋設工法又は後埋設工法によって改良土を施工する方法であ
る。
【背景技術】
【０００２】
　水硬性を有する固化材である各種セメント及び／又はセメント系固化材等（これらを本
発明では「水硬性固化材」と総称する）を使用する場合、水硬性固化材が硬化するまでの
時間を延長したい必要性が生ずる場合がある。
例えば、
　（１）工事中断後に工事を再開する場合などの施工工程の推移に伴って、生ずる固化部
の打継ぎ部は構造的に不連続となってコールドジョイントを生じ、応力の伝達が不十分と
なったり、コールドジョイント部で止水性が損なわれる等の欠陥が発生する場合があった
。このような事態を避けるために、打ち継ぎ部の先に施工した部分が硬化するまでの時間
を延長する必要性が生ずる。
【０００３】
　（２）また、水硬性固化材を用いて行う工事、例えば、地中に連続する壁体を形成する
ような工事では、水硬性固化材が未硬化の間に、鋼管、Ｈ型鋼、Ｉ型鋼等の補強材を挿入
する工法がある。この場合、鋼材などの補強材を挿入する工法においては、水硬性固化材
が硬化を開始し始めた時点以降では挿入が困難又は不可能となる。また、補強材の挿入は
、ある程度の長さの地下壁を形成した後に行うのが一般的であり、それ故、補強材の挿入
時間までに水硬性固化材の硬化するまでの時間を延長する必要性が生ずる。
【０００４】
　上記の（１）や（２）に記した現象は、水硬性固化材を用いて地盤土と混合攪拌して改
良土とする工事である下記の（３）や（４）等のような工事の場合にも発生する。
【０００５】
　（３）軟弱地盤を改良土とすることによる地盤の支持力の確保のための工事や、土留壁
、止水壁などとするための改良土による地中壁の造成工事、又は有害物質を含む汚染土の
無害化するために改良土工事に使用する場合の工事等。
【０００６】
　（４）軟弱な地盤に建造する構築物の基礎杭とするために、地盤を掘削しながら水硬性
固化材を攪拌混合して地盤中に柱体状改良土（例えば、ソイルセメント柱体）を形成し、
その改良土の柱体中に鋼管杭等の杭体を埋設して杭を造成する後埋設工法や、例えば、水
硬性固化材液（例えばセメントミルク）を吐出しながら掘削翼と攪拌翼付きのロッドを鋼
管中に挿通し攪拌混合することにより改良土（例えば、ソイルセメント）の柱体形成しつ
つ、鋼管杭等の杭体を埋設して杭を造成する同時埋設工法（いずれの場合も鋼管を使用す
る場合は、鋼管ソイルセメント杭造成工法という。）。
【０００７】
　（ａ）上記の後埋設工法においては、その改良土が硬化を開始し始めた時点以降では杭
の挿入が困難又は不可能となる場合がある。
【０００８】
　（ｂ）上記の同時埋設工法の場合においても、杭は絶えず沈設し、所定深度から地表側
に連続して杭を沈設する必要があり、地表側の先に施工された改良土が硬化し始めるとそ
の時点以降では、杭を挿入のための下方移動が困難となり、その時点の深度より深い部分
の施工が不可能になる場合がある。所定の深度までの杭の造成が不可能になる。
【０００９】
　これらの改良土を使用した杭工事の場合も、所定の深度まで杭を挿入できる時間まで水
硬性固化材の硬化する時間を延長する必要性が生ずる。
【００１０】
　（５）また、水硬性固化材液（例えばセメントミルク）を吐出しながら、例えば、掘削
翼と攪拌翼付きのロッドを鋼管中に挿通することにより改良土（例えば、ソイルセメント
）を深い深度まで築造する場合は、所定の深さまで築造した後にその最深度にある掘削翼
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と攪拌翼含む施工装置を回収するに際して、その上部改良土が硬化し始めた時点以降では
掘削翼と攪拌翼の部分が受ける抵抗力が大きく、施工装置の回収が困難となったり、又は
不可能となる場合もある。それ故に、改良土が硬化するまでの時間を延長する必要性が生
ずる。
【００１１】
　一般に、改良土の築造深度が通常の場合は、上記の（３）や（４）のように地盤土と水
硬性硬化固化材とを混合して改良土（ソイルセメント）とする場合は、直ぐには硬化しな
いので上記したような理由で施工不能や性能低下を起こす現象になることが少ないが、地
盤土の条件によっては、改良土の硬化開始が早くなることがあり、施工手順によっては現
状よりも、改良土の硬化開始を遅めたい場合がある。
【００１２】
　以上に列記したように硬化開始を遅めたい場合には、水硬性固化材として硬化時間の長
いセメント、例えば高炉セメントを使用することも一般に行われている。しかし、高炉セ
メントは普通ポルトランドセメントに比べ硬化時間が若干遅い程度であり、充分な硬化遅
延の効果が得られない。
【００１３】
　そこで、これらの欠点を防止するために遅延剤（従来から知られている硬化遅延形の混
和剤など、水硬性固化材に対して遅延効果を有する添加剤を本発明では「遅延剤」という
。）を添加することがある。そして、硬化遅延形の混和剤の添加量を増すことや、硬化遅
延効果を大きくすることにより硬化時間が遅延し作業性の確保、ラップ部等の品質の改善
が見込まれることは知られていた。例えば、セメント系固化材の硬化遅延性を調整する技
術がある（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平１０－１７８６４号公報（第２－６頁）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかし、一方では、硬化を所望の時間まで遅延させるには遅延剤（硬化遅延形の混和剤
）の添加量を多くする必要があり、添加量の増加により、セメント等の水硬性固化材によ
る十分な強度が得られない事態が発生し、施工上の問題となることがあった。特にこの問
題は、水硬性固化材を用いて対象土を改良する（例えばソイルセメントとする）場合に多
く発生する。
【００１６】
　それ故に、このような問題がある遅延剤を使用しないで工事をしようとしても施工でき
ない事態が発生する。
【００１７】
　本発明は、水硬性固化材の硬化遅延を図る技術に改良を加え、遅延強化助剤を添加する
ことにより所望の硬化遅延効果を発揮し、土と混合してもその混合硬化物が所望の強度を
発揮することが可能な改良土の施工方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は水硬性固化材１００質量部に、オキシカルボン酸系遅延剤０．２～１２質量部
及び遅延強化助剤としてＣａ（ＯＨ）２又はＣａＯを１～５０質量部添加して成る硬化材
を調製し、固化対象土１ｍ３に対し前記水硬性固化材が２５０～４００ｋｇとなるように
、該硬化材を固化対象土と攪拌混合して硬化遅延された改良土とし、該硬化遅延された改
良土の未硬化時間内に鋼材を同時埋設工法または後埋設工法により改良土中に挿入し、該
鋼材と前記改良土とを一体化させることを特徴とする改良土の施工方法である。
【００１９】
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　本発明ではオキシカルボン酸系遅延剤を用いる。
【００２０】
　オキシカルボン酸には、グルコン酸、グルコヘプトン酸、グリコール酸、ヒドロキシプ
ロパン酸（例えば乳酸、３－ヒドロキシプロパン酸等）、ヒドロキシ酪酸（例えば２－ヒ
ドロキシ酪酸、３－ヒドロキシ酪酸、４－ヒドロキシ酪酸等）、ヒドロキシ吉草酸（例え
ば２－ヒドロキシ吉草酸、３－ヒドロキシ吉草酸、４－ヒドロキシ吉草酸、５－ヒドロキ
シ吉草酸等）、グリセリン酸、酒石酸、クエン酸、タルトロン酸、リンゴ酸、シトラマル
酸等が挙げられる。
【００２１】
　オキシカルボン酸塩としては、アンモニウム塩、アルカリ金属塩（例えばナトリウム塩
、カリウム塩等）、アルカリ土類金属塩（例えばカルシウム塩、マグネシウム塩等）が挙
げられる。
【００２２】
　オキシカルボン酸又はその塩の中でも好ましいものはグルコン酸ナトリウムおよび／ま
たはグルコヘプトン酸ナトリウムである。
【００２３】
　次に、本発明で対象とする水硬性固化材は、水硬性を有する固化材である各種セメント
及び／又はセメント系固化材等であり、各種セメントとしては普通ポルトランドセメント
、高炉セメントなどが例として挙げられる。
【００２４】
　そして、前記遅延剤、遅延強化助剤及び水硬性固化材はそれぞれ単独品であってもよく
、又は予め２以上を混合した混合品とすることができる。つまり、遅延剤（硬化遅延形の
混和剤）と遅延強化助剤（Ｃａ（ＯＨ）２又はＣａＯ）とを別々にしておき、使用時に配
合設計を行って適切に調合しても良く、又は、両者を事前に混合しておき、使用現場での
調合を省略したプレミックス品とすることができる。また、遅延剤と遅延強化助剤、遅延
強化助剤と水硬性固化材、又は、遅延剤と水硬性固化材を予め混合しておくことにしても
よい。これらの混合品は、使用条件に応じた配合としたものを供給することによって、現
場作業を容易にすることができるというメリットがある。
【００２５】
　本発明に従えば、遅延強化助剤として、Ｃａ（ＯＨ）２又はＣａＯを添加することによ
り遅延剤の使用量を少なくしても所期の硬化遅延効果が発揮され、土と混合してもその混
合硬化物が所望の強度を発揮させることが可能となる。また、従来の遅延剤が使用できず
に施工不能な工事を施工可能にすることができる。更に、遅延強化助剤として、Ｃａ（Ｏ
Ｈ）２又はＣａＯを使用すると、施工中の改良土は長時間柔らかい状態が維持されるので
、充分良好な撹拌が可能になることによる撹拌効率の向上、撹拌のための消費エネルギー
が少なくて済むことによる工費の削減、施工スピードを早くすることによる工期の短縮、
撹拌抵抗などが少なくなることによる施工機械の摩滅の減少、従来では回収が不可能であ
った施工機械の回収作業などの効果の中から、施工者が希望する効果を選ぶことできる。
【００２６】
　本発明方法によれば改良土（例えばソイルセメント）の硬化を所望の時間に合わせるこ
とが可能になるために、遅延剤（硬化遅延形の混和剤）を単独で使用する場合よりも、安
価な遅延強化助剤（Ｃａ（ＯＨ）２又はＣａＯ）を添加することにより遅延剤自体の使用
量を少なくしても所期の硬化遅延効果を発揮し、トータルコストを低減できる。また、遅
延剤を単独で使用する場合、硬化を所望の時間まで遅延させるには遅延剤の添加量を多く
する必要があり、添加量の増加により、改良土（例えばソイルセメント）の硬化体が十分
な強度が得られない事態が発生していたが、遅延剤の使用量を減らしても、遅延強化助剤
として、Ｃａ（ＯＨ）２又はＣａＯを添加することにより硬化を所望の時間まで遅延でき
るので、改良土（例えばソイルセメント）の硬化体の強度を許容範囲に収めることができ
る。
【００２７】
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　上記した固化対象土としては、地盤土、排土、土を含む産業廃棄物などが例として挙げ
られ、改良土とする目的として、ソイルセメントの形成、排土を流動化し固化させる流動
化処理土とすることなどが挙げられる。
【００２８】
　また、改良土（例えばソイルセメント）が未硬化の間に、所要工事を遂行する具体的な
例として、改良土中に鋼管、Ｈ型鋼、Ｉ型鋼等の補強材を挿入する次の（イ）、（ロ）の
ような工法がある。
【００２９】
　（イ）鋼管ソイルセメント杭造成工法
　この工法は、従来技術の（４）に記載した工法である。この改良土と鋼管が一体化され
た合成杭は、高靭性、高支持力の合成杭となり、この改良土を使用した杭工事の場合も、
所定の深度まで杭を挿入できる時間まで水硬性固化材の硬化する時間を延長する。
【００３０】
　（ロ）鋼材補強によるソイルセメント地中連続壁構築工法（後埋設工法）
　地盤に挿入したチェーンソー形のカッターを横方向に移動させて溝を掘削しながら、固
化材液の注入を行うことにより、地盤土と固化材液の混合攪拌を行い、地盤土の未硬化時
に鋼材を貫入し、地中に鋼材補強した改良土（ソイルセメント）の連続壁体を構築する工
法（鋼材補強によるソイルセメント地中連続壁構築工法）における壁体中にＨ型鋼等の補
強材を挿入する作業である。このような壁体は土留壁、止水壁、液状化対策や地盤の補強
、地下水の遮断等に使用される。
【００３１】
　次に、本発明の数値限定について説明する。硬化遅延剤中の遅延剤の量は水硬性固化材
１００質量部に対して、オキシカルボン酸系遅延剤添加量を０．２～１２質量部とする。
０．２質量部未満では遅延強化助剤として、Ｃａ（ＯＨ）２又はＣａＯを添加しても遅延
効果が乏しいので、０．２質量部以上とする。また、１２質量部を越えて添加しても遅延
効果が飽和するので、１２質量部を上限とした。本発明は、遅延剤の添加量を減らして安
価な遅延強化助剤（Ｃａ（ＯＨ）２又はＣａＯ）を用いることを基本技術思想とするので
、通常、この上限値より低い値を採用する。好ましい値は、５質量部以下である。遅延強
化助剤（Ｃａ（ＯＨ）２又はＣａＯ）は、固化対象土の土質並びにその含水比、遅延剤の
添加量との兼ね合い、遅延強化剤の種類、遅延時間の長さ等によって添加量に差異がある
が、１～５０質量部とする。１質量部未満では効果が乏しく、５０質量部を越えて添加し
ても効果が飽和するので、採算性が乏しくなり、制限される。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明では、遅延剤（硬化遅延形の混和剤）の使用を減少させ、市中に出回っているＣ
ａ（ＯＨ）２又はＣａＯを遅延強化助剤として使用することにより、従来の硬化遅延形の
混和剤を多量に使用する問題点を解決することができる。
【００３３】
　すなわち、本発明の硬化遅延剤は、水硬性固化材の硬化遅延を図る技術に改良を加え、
遅延強化助剤（Ｃａ（ＯＨ）２又はＣａＯ）を添加することにより所期の硬化遅延効果を
発揮し、多量使用する必要があった従来の硬化遅延形の混和剤を多量に使用する問題点を
解決することができる。
【００３４】
　本発明の鋼材と改良土を一体化させる施工方法では、改良土（ソイルセメント）の硬化
を所望の時間に合わせるためにオキシカルボン酸系遅延剤を単独で使用する場合よりも、
遅延強化助剤を併用添加することによりオキシカルボン酸系遅延剤自体の使用量を少なく
しても所期の硬化遅延効果を発揮し、施工効率が上がりトータルコストを低減することが
できる。また、遅延剤を単独で使用する場合、硬化を所望の時間まで遅延させるには遅延
剤の添加量を多くする必要があり、添加量の増加により、改良土（ソイルセメント）の硬
化体が十分な強度が得られない事態が発生していたが、遅延剤の使用量を減らしても、遅
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延強化助剤を添加することにより硬化を所望の時間まで遅延させることができるので、改
良土（ソイルセメント）の硬化体の強度を許容範囲に収めることができる。
【００３５】
　即ち、水硬性固化材を地中に混合する改良土（ソイルセメント）造成工事中に、遅延剤
の使用を減少させ、市中に出回っている材料を用いて、工費の上昇を招くことなく、短期
的（数時間～数日間）な効果を計ることができ、その後の強度発現性が改善され、従来の
硬化遅延形の混和剤を多量に使用する場合、強度が十分に発現しないという問題を解決す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】実施例の針貫入抵抗試験結果を示すグラフである。
【図２】実施例の針貫入抵抗試験結果を示すグラフである。
【図３】実施例の針貫入抵抗試験結果を示すグラフである。
【図４】実施例の一軸圧縮強度を示すグラフである。
【図５】実施例のベーンせん断抵抗試験結果を示すグラフである。
【図６】水固化材比と施工性、排土量及び強度との関係を示すグラフである。
【図７】固化材使用量と施工性、排土量及び強度との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　まず最初に鋼管ソイルセメント杭造成工法の場合を例にとって、一般的な配合設計につ
いて説明する。配合量の決定にあたっては、ソイルセメント（改良土）の強度が目標値を
満足し、施工性と経済性を両立できる範囲とする。固化材添加量を一定とし、横軸に水固
化材比を取り、横軸に排土量と強度をとると図６に示すような模式的なグラフを描くこと
ができる。線１０は排土量を示す。排土量とは、固化材液が地盤に加わることによる体積
増加のために、掘削攪拌によるソイルセメント（改良土）形成に伴って地上に排出される
排土量である。曲線１１は強度を示す。
【００３８】
　水固化材比が大きくなるに従って、施工性は良好になるが、曲線１１で示すように、強
度発現は低下していく。このことから目標強度を満足し、かつ固化材がポンプ圧送可能な
範囲の水固化材比は範囲１２で示される。しかし、水固化材比が増えるにしたがって線１
０で示すように、排土量も増加するため、施工性が良好な範囲でなるべく小さい水固化材
比を選択することが望ましい。
【００３９】
　また、固化材の最適添加量を決定するときには、固化材の添加量が少ない場合は目標強
度を満足しないことが多いことも考慮すべきである。図７に、水固化材比が一定の場合の
固化材添加量を横軸に取り、施工性、強度（曲線１３）及び排土量（曲線１４）の関係を
模式的に示した。固化材添加量が増加するにつれて、注入量が増加するため施工性が向上
し、強度発現も大きくなる。一方、排土量も固化材添加量が増加量に比例して増加してい
く。したがって、目標強度を満足し、かつ施工性も良好な範囲１５で、最も排土量が少な
くなるように経済的な配合量を設定することが望ましい。
【００４０】
　以上より、今までの施工性や室内配合試験の結果をもとに、ソイルセメント強度、施工
性、及び経済性などの面から判断し、一般的な地盤における配合例を示すと次の通りであ
る。
【００４１】
　固化材添加量（ｋｇ／ｍ３：地盤土１ｍ３当たりのセメント量）
　　　　同時埋設工法の場合：３００ｋｇ／ｍ３

　　　　後埋設工法の場合：３００～４００ｋｇ／ｍ３

　水固化材比（質量％）
　　　　同時埋設工法の場合：１００～１２０％
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　　　　後埋設工法の場合：１２０～１５０％
　以上に鋼管ソイルセメント杭造成工法の場合の水硬性固化材の使用量について説明した
。
【００４２】
　次に本発明において使用する硬化遅延剤について、その効果を確認するために行った実
験に基づいて説明する。
【００４３】
　鋼管ソイルセメント杭造成工法に通常行われる通常条件での室内試験とソイルセメント
地中連続壁構築工法に通常行われる通常条件での室内試験とを実施し、施工性を判断する
場合に問題となるスラリーの流動性試験として、鋼管ソイルセメント杭造成工法の室内試
験で通常使用される改良土（ソイルセメント）の針貫入（プロクター）試験、及びソイル
セメント地中連続壁構築工法の室内試験で通常使用されるベーンせん断抵抗試験の測定を
行った。強度発現性についてはソイルセメント（改良土）の一軸圧縮強度試験を実施した
。このような室内試験により遅延強化助剤の有効性を確認した。
【００４４】
　なお、改良土（ソイルセメント）の針貫入（プロクター）試験には、ＪＩＳ　Ａ６２０
４の付属書１のコンクリートの凝結時間試験方法を準用し、油圧式によるプロクター試験
機（株式会社丸東製作所製）を用いて行った。その測定仕様は次の通りである。
【００４５】
　　貫入方式：ハンドルを手動で回す方式
　　貫入抵抗測定：油圧荷重計置針指示式
　　荷重計：油圧ベローズ式、最大容量１０００Ｎ、最小目盛１０Ｎ
　　指針零点調整：手動式調整部装備
　　貫入針頭：１００ｍｍ２，貫入支持線付き
　　試料容器：直径１５０ｍｍ、高さ１５０ｍｍの円筒形容器
　試料容器に上面を上端より約１ｃｍ低くなるように、改良土（ソイルセメント）を試料
として充填し、表面を平滑な面として測定を行った。
【００４６】
　測定は、ハンドルを操作して貫入針頭を試料中に２５ｍｍ貫入させた。貫入深さは、貫
入針頭に付けた刻線によって確認した。貫入に要する時間は、約１０秒とし、貫入試験を
行った時刻及び貫入に要した力（Ｎ）を荷重計の置針から読みとって、記録した。このよ
うな測定を規定の経過時間毎に行った。貫入針頭の針跡の間隔は、用いる貫入針頭の直径
の２倍以上で、かつ、１５ｍｍ以上とし、試料容器の側面と針跡の間隔は、２０ｍｍ以下
とならないようにした。
【００４７】
　用いた貫入針頭の断面積（ｍｍ２）で貫入に要した力（Ｎ）を除し、貫入抵抗（Ｎ／ｍ
ｍ２）を算出した。
【００４８】
　また、ベーンせん断抵抗試験は、地盤工学会基準（ＪＧＳ　１４１１－１９５）の原位
置ベーンせん断試験方法に準じて試験を行った。即ち、ベーンせん断抵抗試験は４枚の羽
根（ベーンプレード）を測定部として持っている装置を使用し、この羽根を所定の深さ試
料中へ押し込んだ後で回転させて試料をせん断する。このとき羽根の受ける最大抵抗値か
らせん断強さを求めるものである。
【００４９】
　より具体的には、ポケットベーンと呼ばれる高さ４０ｍｍ，幅２０ｍｍの羽根（ベーン
プレード）のものを使用し、載荷、測定装置は、回転ロッドとベーンシャフトを介して試
料中に押し込んだベーンプレードを回転させ、トルクメータでトルクを測定する。
【００５０】
　測定は、回転ロッドにねじりを与えないようにして、ベーン（羽根）のみを所定の深さ
までゆっくり押し込む。回転ロッドを載荷、測定装置に固定し、羽根を後で回転させて試
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料をせん断する。
【００５１】
　試料のせん断強さτｖ（ｋＮ／ｍ２）を次式によって算定した。
【００５２】
【数１】

【００５３】
ここに、
　Ｍ：測定最大トルク（ｋＮ・ｍ）
　Ｍｆ：試験機の摩擦トルク（ｋＮ・ｍ）
　Ｄ：ベーンプレードの幅（ｍ）
　〔試験例１〕
　試験例１として前記した鋼管ソイルセメント杭造成工法用の室内実験を行った試験結果
を表１及び図１～図４に示すが、この実験の条件は下記に示すとおりである。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
　水硬性固化材である高炉セメント（Ｂ種）を使用し、かつセメントの使用量であるセメ
ント量Ｃ＝３００ｋｇ／ｍ３（地盤土１ｍ３当たりのセメント量）として、水固化材比１
００質量％とし、表１に示すように、粘土、砂質土、シルトの各土質の地盤土試料に対し
実験を行った。遅延剤、遅延強化助剤の添加量はセメント１００質量部に対する質量部（
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外割）の値を％と表示している。表１の備考に示すように、各土質について図１～図３に
針貫入（プロクター）試験による針貫入抵抗試験結果を、縦軸に貫入抵抗、横軸に遅延剤
、遅延強化助剤及びセメントからなる固化材液を地盤土試料に対し撹拌混合した時間から
の経過時間（硬化時間）を横軸として詳細な結果を示した。
【００５６】
　表１中には鋼管ソイルセメント杭造成工法における鋼管のソイルセメント柱への回転埋
設段階で重要となる貫入抵抗２～４Ｎ／ｍｍ２までの硬化時間（経過時間）を示すと共に
圧縮強度を示した。圧縮強度の経時変化は、図４に示した。
【００５７】
　図１は粘土の地盤に関するもので、その含水比は、６５．０％であった。遅延剤として
オキシカルボン酸系遅延剤（商品名ＥＲ－２，株式会社フローリック製）を使用し、図１
ではＥＲ－２と表示した。また、遅延強化助剤として、表１に示したように、消石灰（Ｃ
ａ（ＯＨ）２、試薬１級）を用いた。添加量はそれぞれセメント１００質量部に対する質
量部の値（外割）を％と表示した。遅延強化助剤を加えないものを比較例として示した。
【００５８】
　貫入抵抗が２Ｎ／ｍｍ２及び３Ｎ／ｍｍ２となるまでの時間は、遅延剤を加えない比較
例２で２．５時間及び４．３時間であるのに対し、実施例１では８時間及び１２時間超と
なっており、硬化時間が遅延している。
【００５９】
　図２は砂質土の地盤に関するもので、遅延剤として、上記したと同じオキシカルボン酸
系遅延剤（商品名ＥＲ－２，株式会社フローリック製）を使用し、図２ではＥＲ－２と表
示した。遅延強化助剤として、表１に示したように、消石灰（Ｃａ（ＯＨ）２、試薬１級
）を用い、その添加量を変化させた。添加量はそれぞれセメント１００質量部に対する質
量部の値（外割）を％で表示した。
【００６０】
　貫入抵抗値が２Ｎ／ｍｍ２及び３Ｎ／ｍｍ２となるまでの時間は、表１にも記載したよ
うに、実施例２では５．７時間及び７．５時間、実施例３では４．３時間及び５．１時間
、実施例４では４時間及び４．９時間となっており、遅延剤の添加量が一定であるにもか
かわらず消石灰の量が増加するにつれて遅延効果が大きくなっている。
【００６１】
　図３はシルトの地盤に関するもので、遅延剤として、上記したと同じオキシカルボン酸
系遅延剤（商品名ＥＲ－２，株式会社フローリック製）を使用し、図３ではＥＲ－２と表
示した。遅延強化助剤として、表１に示したように、消石灰（Ｃａ（ＯＨ）２、試薬１級
）又は生石灰（ＣａＯ）を用い、その添加量を変化させた。添加量はそれぞれセメント１
００質量部に対する質量部の値（外割）を％で表示した。
【００６２】
　貫入抵抗値が２Ｎ／ｍｍ２及び４Ｎ／ｍｍ２となるまでの時間は、表１にも記載したよ
うに、実施例５では８．５時間及び１７．５時間、実施例６では６．５時間及び１５．５
時間、実施例７では４．４時間及び１２．７時間となっており、遅延剤の添加量が一定で
あるにもかかわらず消石灰の量が増加するにつれて遅延効果が大きくなっている。
【００６３】
　実施例８は、遅延剤ＥＲ－２を２％とし遅延強化助剤としてＣａＯを５％を加えたもの
で、貫入抵抗値が２Ｎ／ｍｍ２及び４Ｎ／ｍｍ２となるまでの時間は１０．０時間及び１
７．７時間であった。
【００６４】
　図３に示した実施例の一軸圧縮強度を図４に示した。長期強度（９１日強度）を見ると
、表１にも示したように、遅延剤、遅延強化助剤を添加しない比較例に対して、実施例の
強度は概略同等と見ることができる。
【００６５】
　〔試験例２〕
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　試験例２として鋼材補強によるソイルセメント地中連続壁構築工法（後埋設工法）用の
室内実験を行った試験結果を表２に示すが、この実験の条件は下記に示すとおりである。
【００６６】
【表２】

【００６７】
　水硬性固化材である高炉セメント（Ｂ種）を使用し、かつセメントの使用量であるセメ
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ント量Ｃ＝２５０ｋｇ／ｍ３（地盤土１ｍ３当たりのセメント量）として、水固化材比２
００質量％とし、地盤土試料に対し実験を行った。遅延剤、遅延強化助剤の添加量はセメ
ント１００質量部に対する質量部（外割）の値を％と表示している。表２にベーンせん断
抵抗試験よるにベーンせん断抵抗値（せん断強さ）を示した。
【００６８】
　また、ＥＲ－２と表示したものは遅延剤としてオキシカルボン酸系遅延剤（商品名ＥＲ
－２，株式会社フローリック製）を使用したことを意味する。
更に、遅延強化助剤として、消石灰（Ｃａ（ＯＨ）２、試薬１級）又は生石灰（ＣａＯ）
を使用した。
【００６９】
　添加量はそれぞれセメント１００質量部に対する値（外割）を％と表示した。
【００７０】
　表２には６時間後（６Ｈ）、１２時間後（１２Ｈ）及び１８時間後（１８Ｈ）のベーン
せん断抵抗値を示した。
【００７１】
　鋼材補強によるソイルセメント地中連続壁構築工法において、Ｈ鋼等の補強材を挿入す
る作業が容易な範囲のベーンせん断抵抗値は、５ｋＮ／ｍ２程度までである。本発明の硬
化遅延材を用いると、実施例９，１０，１１，１２に示すように、１８時間程度まで延長
することができる。またオキシカルボン酸系遅延剤（商品名ＥＲ－２，株式会社フローリ
ック製）を２％とする条件では、遅延強化助剤の消石灰が２０％より３０％の方が効果が
大きい。
【００７２】
　〔試験例３〕
　試験例３として対象土にシルト質粘土を用い、試験例２と同様に、鋼材補強によるソイ
ルセメント地中連続壁構築工法用の室内実験を行った。結果を表３に示した。この実験の
条件は次のとおりである。
【００７３】
　水硬性固化材である高炉セメント（Ｂ種）を使用し、かつセメントの使用量であるセメ
ント量Ｃ＝２５０ｋｇ／ｍ３（地盤土１ｍ３当たりのセメント量）として、水固化材比１
００質量％とした。遅延剤、遅延強化助剤の添加量はセメント１００質量部に対する質量
部（外割）の値を％と表示している。
【００７４】
　遅延剤として、オキシカルボン酸系遅延剤（商品名ＥＲ－２，株式会社フローリック製
）を用い、遅延強化助剤として、生石灰（ＣａＯ、試薬１級）、消石灰（Ｃａ（ＯＨ）２

、試薬１級）を用いたものを表３に示した。
【００７５】
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【表３】

【００７６】
　添加量はそれぞれセメント１００質量部に対する値（外割）を％と表示した。
【００７７】
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　表３には４時間後（４Ｈ）、６時間後（６Ｈ）及び８時間後（８Ｈ）のベーンせん断抵
抗値を示した。鋼材補強によるソイルセメント地中連続壁構築工法において、Ｈ鋼等の補
強材を挿入する作業が容易な範囲のベーンせん断抵抗値は、５ｋＮ／ｍ２程度までである
。従って、明らかにこれを越えるデータについては測定を行わなかった。表３中に＋と表
示してあるのは、概ね８ｋＮ／ｍ２を越えるような値となると想定されるものであって測
定をしなかったものである。また、材齢７日及び２８日における圧縮強度を測定し、表３
に併記した。
【符号の説明】
【００７８】
　１０　　線（排土量）
　１１　　曲線（強度）
　１２　　範囲
　１３　　曲線（強度）
　１４　　曲線（排土量）
　１５　　範囲
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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